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川越市再生可能エネルギー機器等普及促進事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、地球温暖化対策の推進を図るため、再生可能エネルギー

機器等を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに

ついて、必要な事項を定めるものとする。

２ 前項の補助金の交付に関しては、川越市補助金等の交付手続等に関する規

則（昭和５４年規則第９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の要綱に定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

⑴ 再生可能エネルギー機器等 次号から第５号までに掲げるものをいう。

⑵ 太陽光発電システム 太陽電池を利用して太陽の光エネルギーを電気に

変換する発電システムをいう。

⑶ 太陽熱利用システム 太陽の熱を使って温水や温風を作り、給湯や冷暖

房に利用するシステムをいう。

⑷ 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム） 都市

ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応

させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用するシステムをいう。

⑸ 定置用リチウムイオン蓄電池 繰り返し電気を蓄え、停電時や電力需要

のピーク時などに必要に応じて電気を活用することができるシステムをい

う。

（補助対象者）

第３条 補助対象者は、次に掲げる者であって、第１０条の報告書を提出する

時点において、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市で課税された市

税（国民健康保険税を含む。）のうち、納期限を過ぎた市税に未納がないこと

が確認できるものとする。

⑴ 自ら居住する住宅（市内に存するものに限る。次号及び第３号において

同じ。）に次条第１項各号に規定する補助対象設備を設置する者

⑵ 自ら居住するための住宅の建築に併せ、当該住宅に次条第１項各号に規
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定する補助対象設備を設置する者

⑶ 次条第１項各号に規定する補助対象設備が設置された住宅を自ら居住す

るために取得する者

（補助対象設備）

第４条 補助対象設備は、別表に規定する補助要件を満たした次の各号に掲げ

るものとする。ただし、補助対象設備は、設置前又は前条第３号に掲げる者

にあっては、当該住宅への入居前において使用に供されていないものとする。

⑴ 太陽光発電システム

⑵ 太陽熱利用システム

⑶ 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）

⑷ 定置用リチウムイオン蓄電池

２ 市が実施する他の補助金等の交付を受けた設備又は受けようとする設備に

ついては、本要綱に基づく補助申請を行うことができない。

（補助金の額）

第５条 市が交付する補助金の額は、前条第１項各号に規定する補助対象設備

に応じ、それぞれ別表の補助金額の欄に掲げる金額又は補助対象設備ごとの

補助対象経費から国、県の補助金等の収入額を控除した額の１／２のいずれ

か低い額の合計額とする。ただし、各補助対象設備の補助金の額に１，００

０円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。

２ 補助金の交付は、前条第１項各号に規定する補助対象設備ごとに、同一の

申請者及びその申請者と同一の世帯につき１回限りとする。

（申請書の様式等）

第６条 規則第４条第１項に規定する申請書は、様式第１号のとおりとし、市

長が別に定める申請の受付期間内において受け付けるものとする。

２ 規則第４条第２項第５号に規定する市長が定める事項を記載した書類は、

次のとおりとする。

⑴ 経費の内訳が明記されている工事請負契約書、売買契約書又は見積書の

写し

⑵ 工事着手前の現況写真

⑶ 設置する場所の地図
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⑷ その他市長が必要と認める書類

３ 規則第４条第２項第１号から第４号までに規定する書類の添付は、要しな

い。

４ 市長は、受付期間内に予算の範囲を超える申請があった場合、申請をした

もの（以下「申請者」という。）の中から公開抽選を行うものとし、申請者に

対し、公開抽選の日時及び場所を通知するものとする。

（交付決定通知の様式等）

第７条 規則第７条第１項に規定する通知書は、様式第２号のとおりとする。

（補助事業の着手時期）

第８条 様式第２号による通知を受けた日以後に、第３条第１号及び同条第２

号に規定する者にあっては補助対象設備の設置工事に着手し、同条第３号に

規定する者にあっては当該住宅の引渡しを受けなければならない。ただし、

市長が認めるときはこの限りでない。

（補助事業の内容変更等）

第９条 補助事業の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじ

め市長の承認を受けなければならない。

２ 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

たときは、その理由その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

（報告書の様式等）

第１０条 規則第１３条に規定する報告書は、様式第３号のとおりとし、市長

が別に定める日までに提出しなければならない。

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 補助対象設備の設置に係る経費の支払いを証する書類の写し

⑵ 補助対象設備の設置状態を示す写真

⑶ 申請者の世帯全員の住民票の写し（発行から３か月以内のものに限る。）

⑷ 申請者に市税の滞納がないことの証明書（発行から１か月以内のものに

限る。）

⑸ 第４条第１項第１号の太陽光発電システムにあっては、太陽電池モジュ

ールの製造番号、出力特性を示す書類及び電力会社との電力受給契約の内

容を示す書類の写し
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⑹ 第４条第１項第２号の太陽熱利用システムにあっては、太陽熱利用シス

テムの保証書の写し

⑺ 第４条第１項第３号の家庭用燃料電池コージェネレーションシステム

（エネファーム）及び同条同項第４号の定置用リチウムイオン蓄電池にあ

っては、設置場所がわかる図面

⑻ その他市長が必要と認める書類

（確定通知書）

第１１条 規則第１４条第１項の通知は、様式第４号によるものとする。

（財産処分の制限）

第１２条 規則第１８条ただし書に規定する市長が定める期間は次の各号のと

おりとする。

⑴ 第４条第１項第１号の太陽光発電システムにあっては、設置完了又は取

得の日から起算して１７年間

⑵ 第４条第１項第２号の太陽熱利用システムにあっては、設置完了又は取

得の日から起算して１５年間

⑶ 第４条第１項第３号の家庭用燃料電池コージェネレーションシステム

（エネファーム）及び同条同項第４号の定置用リチウムイオン蓄電池にあ

っては、設置完了又は取得の日から起算して６年間

２ 前項に定める期間を経過する前に規則第１８条の承認を求める者は、処分

等を行う１０日前までに様式第５号を市長に提出しなければならない。

３ 市長は、前項に規定する承認の申請があった場合には審査を行い、その結

果を様式第６号により当該申請者に通知するものとする。

（協力）

第１３条 市長は、申請者に対し、市が取り組んでいる地球温暖化対策に関す

る調査等について協力を求めることができる。

（その他）

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

第１条 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。
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（旧要綱の廃止）

第２条 川越市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱（平成２１

年４月１日施行）及び川越市住宅用太陽熱利用機器設置事業補助金交付要綱

（平成２１年８月１日施行）については、廃止する。

（補助対象者）

第３条 川越市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱（平成９年

告示第１８８号）、川越市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱

（平成２１年４月１日施行）及び川越市住宅用太陽熱利用機器設置事業補助

金交付要綱（平成２１年８月１日施行）において補助金の交付を受けた者は、

本要綱第５条第２項の規定に該当するものとする。

（財産処分の制限）

第４条 川越市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱第８条（平

成２１年４月１日施行、平成２２年４月１日改正）及び川越市住宅用太陽熱

利用機器設置事業補助金交付要綱第８条（平成２１年８月１日施行）に定め

る財産処分の制限に係る期間は、なお従前の例による。

２ 前項に定める期間を経過する前に規則第１８条の承認を求める者は、処分

等を行う１０日前までに本要綱様式第５号を市長に提出しなければならない。

３ 市長は、前項に規定する承認の申請があった場合には審査を行い、その結

果を本要綱様式第６号により当該申請者に通知するものとする。

（協力）

第５条 川越市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱第９条（平

成９年告示第１８８号）、川越市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交

付要綱第９条（平成２１年４月１日施行）及び川越市住宅用太陽熱利用機器

設置事業補助金交付要綱第９条（平成２１年８月１日施行）に定める市長か

ら設置者に求めることができる協力は、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則
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この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。



別表（第４条及び第５条関係）

補助対象設備 補助要件 補助金額

⑴ 太陽光発電システム ア～ウの全てに該当

するもの。

ア 低圧配電線と逆

潮流ありで連系する

ものであること。

イ 電力会社と電灯

契約及び余剰電力の

販売契約を締結する

ことができるもので

あること（全量売電

は対象外）。

ウ 発電システムを

構成する太陽電池モ

ジュールの最大出力

値が４キロワット以

上であること。

30,000 円

⑵ 太陽熱利用システム 一般財団法人ベター

リビングの優良住宅

部品の認定を受けた

ものであること。

15,000 円

⑶ 家庭用燃料電池コー

ジェネレーションシ

ステム（エネファー

ム）

市長が別に定める。 40,000 円

⑷ 定置用リチウムイオ

ン蓄電池

市長が別に定める。 40,000 円


